
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
譲
渡
提
供
者
に
よ
る
表
示
）

第
二
条

危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
、
譲
渡
し

、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包

装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
容
器
）
に
、

則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
表
示
事
項
等

」
と
い
う
。
）
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
容
器
又
は
包
装

の
う
ち
、
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
削
る
）

（
削
る
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
同
項
の
容
器
又
は
包
装
に
、
表
示
事
項
等

を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
て
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
容
器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し

、
又
は
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
る
こ
と
が
困
難

な
と
き
は
、
当
該
表
示
事
項
等
（
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
票
箋
を
当

該
容
器
又
は
包
装
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
譲
渡
提
供
者
に
よ
る
表
示
）

第
二
条

危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
、
譲
渡
し

、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
当
該
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包

装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
容
器
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
係
る
次
に

掲
げ
る
も
の
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
の

う
ち
、
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

名
称

ロ

人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ

貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

ニ

表
示
を
す
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所

及
び
電
話
番
号

ホ

注
意
喚
起
語

ヘ

安
定
性
及
び
反
応
性

二

則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
標
章
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
一
号
）

に
お
い
て
定
め
る
絵
表
示

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
同
項
の
容
器
又
は
包
装
に
、
同
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
表
示
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示

事
項
等
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
容
器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事

項
等
の
全
て
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当

該
表
示
事
項
等
の
う
ち
同
項
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
票
箋
を
当
該
容
器
又
は
包
装

に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
削
る
）

３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
関
し
表
示
事

項
等
の
表
示
に
つ
い
て
法
令
に
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
表
示
事
項
等

の
表
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
譲
渡
提
供
者
に
よ
る
通
知
等
）

第
三
条

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
則

第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
同
項
各
号
の
事
項
を

、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
と
し
て
特
定
危
険
有

害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

３

危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り

譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
表
示
事
項
等
を
記
載
し
た
文
書
を
、
譲
渡

し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

５

前
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
関
し
表
示
事

項
等
の
表
示
に
つ
い
て
法
令
に
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
表
示
事
項
等

の
表
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
譲
渡
提
供
者
に
よ
る
通
知
等
）

第
三
条

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
文

書
の
交
付
又
は
相
手
方
の
事
業
者
が
承
諾
し
た
方
法
に
よ
り
当
該
特
定
危
険

有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
表
示
事
項
等
を
除
く
。
）
を
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る

相
手
方
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生

活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
と
し
て
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、

又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

名
称

二

成
分
及
び
そ
の
含
有
量

三

物
理
的
及
び
化
学
的
性
質

四

人
体
に
及
ぼ
す
作
用

五

貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

六

流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
講
ず
べ
き
応
急
の
措

置
七

通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及

び
電
話
番
号

八

危
険
性
又
は
有
害
性
の
要
約

九

安
定
性
及
び
反
応
性

十

適
用
さ
れ
る
法
令

十
一

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



（
事
業
者
に
よ
る
表
示
及
び
文
書
の
作
成
等
）

第
四
条

事
業
者
（
化
学
物
質
等
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
事
業
者
及
び
当

該
物
の
譲
渡
又
は
提
供
を
受
け
る
相
手
方
の
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
た
化
学
物
質
等
を
労
働
者
に
取
り

扱
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し

た
化
学
物
質
等
を
労
働
者
に
取
り
扱
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
容

器
。
第
三
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
に
、
表
示
事
項
等
を
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表

示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
化
学
物
質
等
の
取
扱
い
に
支
障
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
容
器
等
に
名
称
を
表
示
し
、
必
要
に
応
じ
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
標
章
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
一
号
）
に
お

い
て
定
め
る
絵
表
示
を
併
記
す
る
こ
と
。

二

表
示
事
項
等
を
、
当
該
容
器
等
を
取
り
扱
う
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
常
時
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
若
し
く
は

表
示
事
項
等
を
記
載
し
た
一
覧
表
を
当
該
作
業
場
に
備
え
置
く
こ
と
、
又

は
表
示
事
項
等
を
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体

に
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
容
器
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
当
該
容
器
等
を

取
り
扱
う
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置

す
る
こ
と
。

４

（
略
）

５

事
業
者
（
化
学
物
質
等
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
事
業
者
に
限
る
。
）

は
、
化
学
物
質
等
を
労
働
者
に
取
り
扱
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
化
学
物
質
等

に
係
る
則
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文

書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

６

事
業
者
は
、
第
二
条
第
三
項
又
は
則
第
二
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定

（
事
業
者
に
よ
る
表
示
及
び
文
書
の
作
成
等
）

第
四
条

事
業
者
（
化
学
物
質
等
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
事
業
者
及
び
当

該
物
の
譲
渡
又
は
提
供
を
受
け
る
相
手
方
の
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
た
化
学
物
質
等
を
労
働
者
に
取
り

扱
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し

た
化
学
物
質
等
を
労
働
者
に
取
り
扱
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
容

器
。
以
下
第
三
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
に
、
表
示
事
項
等
を

表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表

示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
化
学
物
質
等
の
取
扱
い
に
支
障
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
容
器
等
に
名
称
を
表
示
し
、
必
要
に
応
じ
、
第
二
条
第
一
項
第
二

号
の
絵
表
示
を
併
記
す
る
こ
と
。

二

表
示
事
項
等
を
、
当
該
容
器
等
を
取
り
扱
う
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
常
時
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
若
し
く
は

表
示
事
項
等
を
記
載
し
た
一
覧
表
を
当
該
作
業
場
に
備
え
置
く
こ
と
、
又

は
表
示
事
項
等
を
、
磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
物
に
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
容
器
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
当
該
容

器
等
を
取
り
扱
う
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器

を
設
置
す
る
こ
と
。

４

（
略
）

５

事
業
者
（
化
学
物
質
等
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
事
業
者
に
限
る
。
）

は
、
化
学
物
質
等
を
労
働
者
に
取
り
扱
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
化
学
物
質
等

に
係
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
も

の
と
す
る
。

６

事
業
者
は
、
第
二
条
第
四
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を



に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
（
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
表
示
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
る
措
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
し
、
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
を
し
た
場
合
で
あ
っ

て
当
該
表
示
若
し
く
は
掲
示
に
係
る
表
示
事
項
等
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
、

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
を
作
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
文
書
に
係

る
則
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
通
知
、
当
該
表
示
事
項
等
の
変
更
又
は
当
該
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
書
換
え
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
掲
示
等
）

第
五
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七

条
の
三
第
一
項
の
調
査
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト

を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

（
削
る
）

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表

示
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に

お
け
る
表
示
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
る
措
置
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
、
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
を
し

た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
表
示
若
し
く
は
掲
示
に
係
る
表
示
事
項
等
に
変
更
が

生
じ
た
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
を
作
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て

当
該
文
書
に
係
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
当
該
通
知
、
当
該
表
示
事
項
等
の
変
更
又
は
当
該
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
書
換
え
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
掲
示
等
）

第
五
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
第
四
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
調
査
を
実
施
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

４

法
第
十
七
条
第
一
項
の
安
全
委
員
会
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
衛
生
委
員

会
又
は
法
第
十
九
条
第
一
項
の
安
全
衛
生
委
員
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
事
業
者
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て

取
り
扱
う
化
学
物
質
等
の
危
険
性
又
は
有
害
性
そ
の
他
の
性
質
等
に
つ
い
て

、
事
業
者
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
化
学

物
質
等
に
関
す
る
適
切
な
取
扱
い
を
行
わ
せ
る
た
め
の
方
策
に
関
し
、
委
員

会
に
調
査
審
議
さ
せ
、
及
び
事
業
者
に
対
し
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。


